
案件 担当部 出 席 者

1 生活安全部

2 地 域 部

3 交 通 部

4

5

案件 担当部 出 席 者

1 決裁

2 決裁

3 決裁

4 裁定

5 報告

6 決裁

7 裁決

8 裁決

9 裁決

10 決裁

11 報告

12 決裁 刑 事 部 捜 査 第 四 課 長

13 報告 交 通 部
交 通 事 故
対 策 官

14 報告 警 備 総 務 課 長

15 報告

16 決裁

17 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

２　個別審議（公安委員執務室）
件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（16件）

総 務 部
公 安 委 員 会
執 務 官

警察署協議会委員の辞職及び委嘱（４件）

激励の上申

報告

本 部 長
総 務 部 長
警 務 部 長
生 活 安 全 部 長
地 域 部 長
刑 事 部 長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
通 信 庶 務 課 長
警 察 学 校 長

交通事故発生状況（令和５年中）

初詣に伴う雑踏警備の実施結果

行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び
許可（令和５年12月中及び令和５年中）

「令和６年能登半島地震」の発生に伴う警察災害派
遣隊等の派遣

主要事件の検挙

警 備 部

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和６年１月11日　　９時00分～11時45分
出席委員：河合委員長・那須委員・中尾委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

聴聞等の実施結果・決定 　　50 　件

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
基づく再発防止命令の発出に係る意見聴取の実施

令和６年上半期における交通事故抑止対策

警察職員等の援助派遣

警 備 部

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する
公安委員会への通報（令和５年12月中）

警察職員等の援助派遣
警 備 第 二 課 長

訟 務 官

外部通報の受理

苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長

犯罪被害者等給付金支給裁定

運転免許取消処分に対する審査請求（３件）

放置違反金納付命令に対する審査請求

警 務 部
運転免許停止処分に対する審査請求

行政訴訟事件の発生及び応訴

行政訴訟事件の終了



議事の概要

１ 全体審議

(1) 生活安全部

主要事件の検挙

生活安全部長から、

熱田まつり等の露店で中学生を稼働させた児童福祉法違反等事件の検

挙概要

について報告があった。

(2) 地域部

初詣に伴う雑踏警備の実施結果

地域部長から、

初詣に伴う雑踏警備の実施結果

について報告があった。

委員から、

「マイク広報以外でも警察官が整然と通行路を確保していた様子が参

拝者から好評であった。大変、御苦労さまでした。」

旨の発言があった。

(3) 交通部

交通事故発生状況（令和５年中）

交通部長から、

「交通事故死者数は、令和５年中145人で、前年同期比プラス８人で

あり、全国では、大阪府に次ぐワースト２位であった。



令和５年中の死亡事故の主な特徴（前年比）は、

○ 死者数が増加

○ 高齢者が増加

○ 歩行者が増加

〇 交差点内が増加

である。

令和６年１月中の主な対策は、

○ 抑止の柱『高齢者・歩行者・自転車・交差点』対策の推進

○ 夕暮れ時対策の継続

○ 一斉取締

○ 愛知県交通安全県民大会の開催

○ 高齢者交通安全エリアを選定した高齢者対策の実施

○ 白バイの運用

等である。」

旨の報告があった。

委員から、

「昨年、全国ワーストを回避できたことは、各種取組の成果であるが、

その差は僅かである。今年も引き続き交通事故防止対策をお願いしたい。」

旨の発言があった。

(4) 警備部

ア 「令和６年能登半島地震」の発生に伴う警察災害派遣隊等の派遣

警備部長から、

「令和６年能登半島地震」の発生に伴う警察災害派遣隊等の派遣

について報告があった。

委員から、

「救助、警備等の活動に当たる警察職員の方々は、本当に御苦労さ

まである。被災地の方々はもっと辛い思いをされているので、是非協

力して救助活動を行っていただきたい。」

旨の発言があった。



イ 行進又は集団示威運動に関する条例の許可申請及び許可（令和５年12月

中及び令和５年中）

警備部長から、令和５年12月中及び令和５年中の行進又は集団示威運

動に関する条例の許可申請及び許可について、

「令和５年12月中、７件の許可申請を受理して、全て許可した。ま

た、令和５年１年間では132件の許可申請があり、全て許可した。」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（16件）

公安委員会執務官から、

１月４日までに届いた公安委員会宛の文書等16件

について説明があり、決裁した。

(2) 激励の上申

公安委員会執務官から、

令和６年能登半島地震に伴う支援対策室

に対する激励の上申について説明があり、決裁した。

(3) 警察署協議会委員の辞職及び委嘱（４件）

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職及び委嘱

について説明があり、決裁した。

(4) 犯罪被害者等給付金支給裁定



住民サービス課長から、

遺族給付金支給裁定

について説明があり、原案どおり裁定した。

(5) 外部通報の受理

住民サービス課長から、

外部通報の受理

について報告があった。

(6) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「被害受理に関する苦情」等

２件について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。

(7) 運転免許停止処分に対する審査請求

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(8) 運転免許取消処分に対する審査請求（３件）

訟務官から、運転免許取消処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(9) 放置違反金納付命令に対する審査請求



訟務官から、放置違反金納付命令に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(10) 行政訴訟事件の発生及び応訴

訟務官から、

運転免許証運転者区分取消請求事件の発生及び応訴方針

について説明があり、決裁した。

(11) 行政訴訟事件の終了

訟務官から、

運転免許更新処分取消請求上告等事件の終了

について報告があった。

(12) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく再発防止命令の

発出に係る意見聴取の実施

捜査第四課長から、

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第９条第２号、第

11号第２項及び第34条第１項の規定に基づく再発防止命令の発出に係る

意見聴取を実施する。」

旨の説明があり、決裁した。

(13) 令和６年上半期における交通事故抑止対策

交通事故対策官から、

令和６年上半期における交通事故抑止対策

について報告があった。



(14) 対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通報

（令和５年12月中）

警備総務課長から、

対象重要施設における小型無人機等の飛行に関する公安委員会への通

報（令和５年12月中）

について報告があった。

(15) 警察職員等の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員等の援助要求があり、所要の警察職員等を派

遣した。」

旨の報告があった。

なお、委員長から、

緊急の案件のため、会議を招集できず、各委員と協議の上で援助派遣

を決裁し、委員長として権限を行使したこと

について報告があった。

(16) 警察職員等の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員等の援助要求があり、所要の警察職員を派遣

したい。」

旨の説明があり、決裁した。

(17) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

〇 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 47件



〇 迷惑行為防止条例に基づく再発防止命令に関する聴取結果 ３件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担 当 部 出 席 者

1 生活安全部

2

3

4 警 備 部

5
名 古 屋 市
警 察 部

案件 担 当 部 出 席 者

1 決裁

2 決裁

3 報告 首 席 監 察 官

4 決裁 住民サービス課長

5 裁決

6 裁決

7 決裁

8 報告 刑 事 部 捜 査 第 四 課 長

9 決裁 交 通 部 運 転 免 許 課 長

10 報告

11 決裁

12 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

訟 務 官

監察案件

苦情の調査結果（３件）

運転免許停止処分に対する審査請求（２件）

警 務 部運転者区分決定に対する審査請求（３件）

行政訴訟事件の控訴の発生及び応訴

聴聞等の実施結果・決定 　　51 　件

愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条
例の一部改正

優良指定自動車教習所表彰の実施

警察職員の援助派遣

警察職員の援助派遣
警 備 第 二 課 長警 備 部

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和６年１月18日　　９時00分～12時10分
出席委員：河合委員長・藤森委員・那須委員・中尾委員・尾堂委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

報告

本 部 長

総 務 部 長

警 務 部 長

生 活 安 全 部 長

地 域 部 長

刑 事 部 長

交 通 部 長

警 備 部 長

名古屋市警察部長

情 報 通 信 部 長

警 察 学 校 長

刑法犯の認知・検挙状況（令和５年中暫定値）

名古屋市との治安連絡会の開催

サイバーセキュリティ月間における広報啓発活動
の実施

主要事件の発生

刑 事 部

「令和６年能登半島地震」の発生に伴う警察災害
派遣隊等の活動状況

２　個別審議（公安委員執務室）
　　　　　件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（27件） 公 安 委 員 会
執 務 官激励の上申

総 務 部



議事の概要

１ 全体審議

(1) 生活安全部

サイバーセキュリティ月間における広報啓発活動の実施

生活安全部長から、

「政府が定めたサイバーセキュリティ月間である２月１日から３月18

日までの間、警察においても事業者、関係機関・団体等と連携した積極

的な広報啓発活動を実施し、県民や事業者のセキュリティ意識の向上を

図る。」

旨の報告があった。

委員から、

「中小企業は様々なところで繋がっており、サイバー攻撃を受けてし

まうとすぐに影響が広まってしまうことから、このような取組みは、是

非進めていただきたい。」

旨の発言があった。

(2) 刑事部

ア 刑法犯の認知・検挙状況（令和５年中暫定値）

刑事部長から、令和５年中の刑法犯の認知・検挙状況（前年との比較）

について、

「○ 刑法犯の認知件数は46,833件で、5,585件増加した

○ 刑法犯の検挙件数は15,582件で、1,407件増加した

○ 刑法犯の検挙率は33.3パーセントで、1.1ポイント減少した

○ 刑法犯の検挙人員は12,301人で、905人増加した

○ 重要窃盗犯の認知件数は3,749件で、229件増加した

○ 重要窃盗犯の検挙件数は1,207件で、28件増加した

○ 重要窃盗犯の検挙率は32.2パーセントで、1.3ポイント減少した



○ 重要窃盗犯の検挙人員は417人で、48人増加した

〇 特殊詐欺の認知件数は1,356件で、376件増加した

〇 特殊詐欺の検挙件数は517件で、100件増加した

〇 特殊詐欺の検挙率は38.1パーセントで、4.4ポイント減少した

〇 特殊詐欺の検挙人員は178人で、12人増加した

手口別では、侵入盗の認知件数は全国ワースト４位、うち住宅侵入盗

は全国ワースト２位、自動車盗は全国ワースト２位であった」

旨の報告があった。

イ 主要事件の発生

刑事部長から、

知多郡阿久比町地内における男性被害殺人事件の発生概要

について報告があった。

(3) 警備部

「令和６年能登半島地震」の発生に伴う警察災害派遣隊等の活動状況

警備部長から、

「石川県能登地方で発生した最大震度７の地震発生に伴い、警察災害

派遣隊等が同県に派遣され、各種活動を実施している。」

旨の報告があった。

委員から、

「過酷な活動の中、大変御苦労さまである。帰県した職員の心と身体

のケアもしっかりと対応していただきたい。」

旨の発言があった。

(4) 名古屋市警察部

名古屋市との治安連絡会の開催



名古屋市警察部長から、

「２月１日（木）、愛知県警察本部において、名古屋市との治安連絡

会を開催する。」

旨の報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（27件）

公安委員会執務官から、

１月13日までに届いた公安委員会宛の文書等27件

について説明があり、決裁した。

(2) 激励の上申

公安委員会執務官から、

知多県阿久比町地内における男性被害殺人事件捜査本部

に対する激励の上申について説明があり、決裁した。

(3) 監察案件

首席監察官から、

監察案件

について報告があった。

(4) 苦情の調査結果（３件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「交通取締りに関する苦情」

等について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり決裁した。



(5) 運転者区分決定に対する審査請求（３件）

訟務官から、運転者区分決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(6) 運転免許停止処分に対する審査請求（２件）

訟務官から、運転免許停止処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、いずれも原案どおり裁決した。

(7) 行政訴訟事件の控訴の発生及び応訴

訟務官から、

運転免許証交付請求控訴事件の発生及び応訴方針

について説明があり、決裁した。

(8) 愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

捜査第四課長から、

愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

について報告があった。

(9) 優良指定自動車教習所表彰の実施

運転免許課長から、

「優良指定自動車教習所表彰規程に基づき、業務が極めて優秀であっ

た指定自動車教習所を公安委員会が表彰することにより、教習の水準の

向上を図り、もって交通事故の抑止に資するため、優良指定自動車教習

所表彰を行う。」



旨の説明があり、決裁した。

(10) 警察職員の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警察職員を派遣し

た。」

旨の報告があった。

なお、委員長から、

緊急の案件のため、会議を招集できず、各委員と協議の上で援助派遣

を決裁し、委員長として権限を行使したこと

について報告があった。

(11) 警察職員の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員等の援助要求があり、所要の警察職員を派遣

したい。」

旨の説明があり、決裁した。

(12) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

○ 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 49件

○ 風俗営業等の営業停止処分に関する意見の聴取結果 ２件

について説明があり、行政処分を決定した。



案件 担 当 部 出 席 者

1 警 務 部

2

3

4 警 備 部

5 警 務 部

案件 担 当 部 出 席 者

1 決裁

2 決裁

3 決裁

4 報告

5 裁決

6 裁決

7 裁決

8 裁決

9 報告 生活安全部
人 身 安 全
対 策 課 長

10 決裁 刑 事 部 捜 査 第 四 課 長

11 報告
交 通 事 故
対 策 官

12 決裁 交 通 規 制 課 長

13 決裁

14 決裁

15 報告

16 決裁

17 決定 総 務 部
首 席 聴 聞 官
聴 聞 官

公 安 委 員 会
執 務 官警察署協議会委員の辞職

総 務 部

交通事故統計外の事故（令和５年第４四半期）

交 通 部

住民サービス課長
苦情の調査結果（２件）

自己情報不開示決定に対する審査請求（２件）

自己情報一部開示決定に対する審査請求

警 務 部

訟 務 官

苦情取扱状況（令和５年中）

放置違反金督促処分に対する審査請求

放置違反金納付命令に対する審査請求

ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命
令等の実施結果

　　　　　件　　　　　名　　　

公安委員会宛文書等の受理（６件）

定　例　公　安　委　員　会

日　時：令和６年１月25日　　９時00分～11時45分
出席委員：河合委員長・藤森委員・那須委員・中尾委員・尾堂委員
１　全体審議（公安委員会会議室）

 件　　　　　名

報告

本 部 長
総 務 部 長
警 務 部 長
生 活 安 全 部 長
地 域 部 長
刑 事 部 長
交 通 部 長
警 備 部 長
名古屋市警察部長
情 報 通 信 部 長
警 察 学 校 長

鉄道における痴漢盗撮対策の推進状況

令和６年特別賞及び優秀警察職員表彰式の実施

主要事件の検挙

地 域 部

２月の行事予定〔書面報告〕

２　個別審議（公安委員執務室）

主要事件の検挙

聴聞等の実施結果・決定 　　59　件

愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条
例の一部改正

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部
改正に伴う愛知県公安委員会事務専決規程の一部改
正

運転免許取消処分書の誤記載への対応

運転免許関係事務及び更新時講習の委託法人に係る
公安委員会の認定基準の一部改正 運 転 免 許 課 長

警察職員の援助派遣

警察職員の援助派遣
警 備 部 警 備 第 二 課 長



議事の概要

１ 全体審議

(1) 警務部

令和６年特別賞及び優秀警察職員表彰式の実施

警務部長から、

「２月13日、警察本部講堂において令和６年特別賞及び優秀警察職員

表彰式を実施する。」

旨の報告があった。

(2) 地域部

ア 鉄道における痴漢盗撮対策の推進状況

地域部長から、

鉄道における痴漢盗撮対策の推進状況

について報告があった。

委員から、

「大学入学共通テストに伴う特別警戒は、受験生も安心できて、とて

も良い活動であった。」

旨の発言があった。

イ 主要事件の検挙

地域部長から、

集中配備中における重傷ひき逃げ事件概要

について報告があった。

委員から、



「警察ヘリコプターをはじめとする各部門の連携が良かったことが、

早期検挙につながったものであり、日頃の訓練の成果だと思う。大変

ご苦労様でした。」

旨の発言があった。

(3) 警備部

主要事件の検挙

警備部長から、

オウム真理教信者の検挙概要

について報告があった。

(4) ２月の行事予定（書面報告）

警務部から、

２月の行事予定

について書面報告があった。

２ 個別審議

(1) 公安委員会宛文書等の受理（６件）

公安委員会執務官から、

１月16日までに届いた公安委員会宛の文書等６件

について説明があり、決裁した。

(2) 警察署協議会委員の辞職

公安委員会執務官から、

警察署協議会委員の辞職

について説明があり、決裁した。



(3) 苦情の調査結果（２件）

住民サービス課長から、公安委員会宛ての「被害受理に関する苦情」等

について、

調査結果の報告並びに申出者に対する通知文案の提示及び説明

があり、決裁した。

(4) 苦情取扱状況（令和５年中）

住民サービス課長から、

「令和５年中の苦情の受理件数は80件で、令和４年中に比べ15件増加

した。」

旨の報告があった。

(5) 放置違反金納付命令に対する審査請求

訟務官から、放置違反金納付命令に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(6) 放置違反金督促処分に対する審査請求

訟務官から、放置違反金督促処分に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(7) 自己情報不開示決定に対する審査請求（２件）

訟務官から、自己情報不開示決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明



があり、いずれも原案どおり裁決した。

(8) 自己情報一部開示決定に対する審査請求

訟務官から、自己情報一部開示決定に対する審査請求について、

請求内容の説明並びに裁決書案の提示及び説明

があり、原案どおり裁決した。

(9) ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく命令等の実施結果

人身安全対策課長から、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づ

く命令等の実施について、

「令和５年12月中は、つきまとい、押し掛け等を理由に10件の緊急禁

止命令等を実施した。また、面会要求、粗野乱暴等を理由に14件の警告

を実施した。」

旨の報告があった。

(10) 愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

捜査第四課長から、

愛知県暴力団排除条例及び愛知県風俗案内所規制条例の一部改正

について説明があり、決裁した。

(11) 交通事故統計外の事故（令和５年第４四半期）

交通事故対策官から、

令和５年第４四半期における交通事故統計外の事故

について報告があった。

(12) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う愛知県公安

委員会事務専決規程の一部改正



交通規制課長から、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に伴う愛知県

公安委員会事務専決規程の一部改正

について説明があり、決裁した。

(13) 運転免許関係事務及び更新時講習の委託法人に係る公安委員会の認定基準

の一部改正

運転免許課長から、

運転免許関係事務及び更新時講習の委託法人に係る公安委員会の認定

基準の一部改正

について説明があり、決裁した。

(14) 運転免許取消処分書の誤記載への対応

運転免許課長から、

運転免許取消処分書の誤記載への対応

について説明があり、決裁した。

(15) 警察職員の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第

１項の規定に基づく警察職員の援助要求があり、所要の警察職員を派

遣した。」

旨の報告があった。

なお、委員長から、

緊急の案件のため、会議を招集できず、各委員と協議の上で援助派

遣を決裁し、委員長として権限を行使したこと

について報告があった。



(16) 警察職員の援助派遣

警備第二課長から、

「石川県公安委員会から本県公安委員会に対して、警察法第60条第１

項の規定に基づく警察職員等の援助要求があり、所要の警察職員を派遣

したい。」

旨の説明があり、決裁した。

(17) 聴聞等の実施結果・決定

首席聴聞官及び聴聞官から、

○ 運転免許取消処分等に関する意見の聴取等結果 56件

〇 風俗営業等の営業停止処分に関する聴聞結果 １件

○ 銃砲の所持許可取消処分に関する聴聞結果 １件

〇 暴力的要求行為に対する再発防止命令にかかる意見聴取 １件

について説明があり、行政処分を決定した。
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